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より一層安心して市民活動を行える環境を目指して・・・ 

市民活動災害補償制度

のご案内 



１ 制度の概要 

□市内に活動の拠点を置く市民団体の市民活動中に起きた事故により、市民団体のメンバーなどがケガなど

の傷害や賠償責任を負った際の負担を市が契約した保険で補償する制度です。 

※市民団体とは、市民活動を行うことを目的として自主的に構成された団体で、主たる活動場所が市内にあり、活動

が継続的、計画的に行われていること、活動の目的が特定の政治、宗教などの活動にかかわるものでないこと、構

成員が５名以上の団体（但し、当該団体の構成員の７０パーセント以上が本市に住所を有するもの又は本市に通勤

若しくは通学しているものに限る）です。 

※市民活動とは、市民団体が行う本来の職場を離れて社会的課題に自主的に取り組む活動又は生涯学習活動(宿泊を

伴うものを含む)のうち対価を得ずに自由意志のもとに行うもので、おおむね下の表 1 に定めるもの並びに市、市

が出資した法人及びこれに準ずる団体の主催事業又は共催事業をいいます。 

□市が保険料を負担するので、市民団体であれば無料でこの制度を利用できます。（市への事前登録不要） 

□この補償制度は市民団体の皆さんが、市民活動を行うときの万が一の場合を想定したものです。但し、ひ

とつひとつの事故に対して保険約款に基づき保険会社による審査がなされるため、活動や事故の内容によっ

ては、補償の対象とならない場合があります。以上のことから、本制度が有るから全て安心とはいえません

ので、民間の行事保険等への加入も検討することが必要です。 

２ 補償の対象となる市民活動・補償対象者 

□広く公共の利益を目的とした自主的・自発的活動が対象となります（国内に限る）。 

□宿泊を伴う活動（宿泊研修など）についても対象となります。 

□利益を目的とする活動や報酬を伴う活動は対象となりません。 

但し、交通費程度の実費であれば可。 

□主たる活動場所が牛久市にある場合は、市外の方も対象となります（※市民団体や活動が要件を満たして

いること）。 

□予め名簿に記載のある方のみが対象となります。事前に活動者を特定しない場合（不特定多数）や、予告

なしに飛び入りで参加する者、単なる見学者は対象となりません。 

□市民団体の構成員ではない参加者についても保険の対象となる場合がありますので個別にお問合せくだ

さい。 

※参加者とは、市民活動に自発的に直接参加して活動を行う者のことで、指導者・スタッフ等の運営側ではなく、市

民活動に参加する者を指します。講座受講者等、運営側が企画・運営する市民活動の受け手になる方は、原則補償

対象外となります。※用語の定義につきましては、「牛久市市民活動災害補償制度実施要綱」をご覧ください。 

＜表１：補償の対象となる市民活動の具体例＞ 

分野名 具体例 

行政区(自治会)活動 盆踊り 町内会祭り 防災訓練 防犯 老人会  

福祉活動 お話し 介護 手話 保育 傾聴 折り紙 朗読 心のｹｱ 点訳 要約筆記 ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ 

文化活動 合唱 邦楽 謡曲 詩吟 演劇 短歌 俳句 絵画 版画 茶道 書道 華道 舞踊 盆栽 

天体観測 読書会 ｺﾝｻｰﾄ 映画上映 

社会教育活動 社会見学 講座 講演会 講習会 研修会 学習会 展示会 

青少年育成､幼児教育活動 子ども会(子ども会育成会含む) ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ 非行防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 虐待防止 

PTA 活動 役員会 研修会 ﾊﾞｻﾞｰ 奉仕活動 

その他ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 道路､公園､河川等公共施設の清掃と草刈り お便りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 男女共同参画事業 

通訳 国際交流 街頭募金 ﾘｻｲｸﾙ 託児 平和 環境保全 自然保護 防犯 海外協力 

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動 指導者のみ対象とする｡但し､市等開催事業に参加する場合にあっては､指導者､ｽ

ﾀｯﾌ及び参加者を対象とする｡ 

※親睦を目的とする活動や個人的な趣味の活動、職場又は学校管理下の活動等、活動内容によっては補償の対象となら

ないことがありますので、必ずお問合せください。ボランティア活動をしている 4 名以下の団体、個人の方はボランテ

ィア活動保険について市社会福祉協議会（電話 871-1295）までお問合せください。 

活動計画に無理がないか、

今一度点検しましょう。 



３ 補償の内容 

損害賠償事故と傷害事故の 2 種類の事故を対象としています。 

（１）損害賠償 

□市民活動中に、活動者が参加者または第三者の身体に傷害を与えたり、物品（財物）に損害を与え、法律

上の賠償責任を負ったときは、下の表のとおり補償されます。 

□活動中であっても車両事故は対象となりません。 

□保管者賠償とは、市民活動で市民が第三者から預かった物を壊したり、なくすなどして責任を問われたと

きに適用されます。 

□人格権侵害とは、ボランティア活動者等が活動先のプライバシーを漏らしたり、人格権を侵害したりして

法律上の賠償責任を負った場合にてん補されるものです。 

補償の種類 補償の額 

身体賠償 

（対人） 

限度額 1名につき     1億円 

    1事故につき    3億円 

（生産物事故[食中毒など]についてのみ保険期間中の限度額 3億円） 

財物賠償 

（対物） 

限度額 1事故につき    1億円 

（生産物事故についてのみ保険期間中の限度額１億円） 

保管者賠償 限度額 1事故につき   300万円（保険期間中の限度額 300万円） 

人格権侵害 限度額 1事故につき   200万円 

≪事例≫ 〇 行政区活動で、会館の除草作業中に誤って刈払機で小石を飛ばしてしまい、駐車

してあった第三者の自動車の窓ガラスを破損した。 

（２）傷害 

□市民活動中の事故で、死亡または傷害を受けたときは、下の表のとおり補償されます。 

□市民活動に参加する活動場所と自宅との通常の往復経路での事故も対象になります。但し、自宅敷

地内と判断された場合は対象とならないことがあります。 

□活動中の車両事故によるものも対象となります。 

□入院・通院については事故発生の日から補償されます。 

補償の種類 補償の額 

死亡・後遺障害 [傷害] 

死亡補償金 500万円 

後遺障害補償金 500万円～21 万円 

[熱中症・日射病・細菌性食中毒] 

死亡補償金 300万円 

後遺障害補償金 300万円～9万円 

入院（1日につき） 4,000 円（当該事故の日から 180日を限度） 

通院（1日につき） 2,000 円（当該事故の日から 180日間のうち 90日を限度） 

≪事例≫ 〇防犯パトロール中、活動スタッフが公園の階段から足を踏み外し骨折した。 

〇子供会活動の一環で、立哨活動に向かう際、自転車のハンドル操作を誤り転倒し打

撲した。 

※免責条項（これらにあたる場合は、補償の対象となりません） 

①被保険者等の故意による場合、②変乱・暴動などによる場合、③地震・噴火・津波またはこれらに類似の

自然現象による場合、④被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失による場合、⑤被補償者の自殺行為・犯罪行為・

闘争行為による場合、⑥他覚症状のないムチウチ症や腰痛、⑦被補償者の無資格運転や酒酔い運転、⑧被補

償者と同居の親族に対して負担する賠償責任、⑨被補償者が占有・使用または管理する車両または動物に起

因して負担する賠償責任、⑩施設の建設・改築・修理などの工事に起因して負担する賠償責任、⑪急激かつ

偶然な外来による事故ではないもの（靴ずれ、日焼け等） 

 

 



４ 保険金請求手続きの流れ 

①事故発生 

②担当課に連絡 

事故発生後速やかに、電話でも結構ですので、担当課へご一報ください（【担当課の例】参照）。 

傷害事故の場合、活動者が通院中、入院中でもご連絡をお願いします。その後、活動者（傷害事故の場合は

受傷者、賠償事故の場合は加害者）の所属団体代表者は、市民活動災害補償制度事故通報受付メモを作成し、

添付書類①会則②会員名簿③当日の参加者名簿④年間事業計画書⑤事故当日の活動内容がわかるもの（本制

度の対象となる活動中の事故であったことが客観的に確認できる資料）⑥事故発生場所を明示した地図（往

復途上の事故の場合）を必ず用意のうえ、担当課に提出してください。 

※添付書類が不足している場合や、記載事項に不備があった場合、保険会社による審査ができませんのでご

注意ください。日頃から団体の活動内容を明文化し、活動者の名簿や活動計画について整理しておいてくだ

さい。 

※活動者の所属団体代表者以外の方が記載する場合は必ず代表者に連絡・報告してください。 

③担当課から市民活動課に事故通報受付メモ及び添付書類を提出 

④市民活動課から保険会社に事故通報受付メモ及び添付書類を提出  

⑤保険会社から市民活動課へ通知 

⑥市民活動課から担当課へ審査結果の連絡 

⑦（審査の結果補償の対象となった場合）活動者の所属団体代表者から市民活動課に事故報告書の提出 

事故報告書を記入の上、事故発生日より１４日以内に市民活動課へご提出ください。 

※用紙は市民活動課窓口または市ホームページからダウンロードできます。 

※事故報告書の記載事項は事故通報受付メモの内容と類似していますが、手続き上必要な書類となりますの

でご了承ください。 

⑧事故証明書と回答書の送付 

事故報告書をもとに、市民活動中の事故であると判断した場合には、活動者の所属団体代表者宛てに、事故

証明書の写しを送付します。市民活動中の事故ではないと判断した場合には、その理由を付した回答書を送

付します。 

⑨保険金請求書類の案内 

事故証明書の写しが送付された後、当市から事故の当事者宛てに保険金請求書類等が届きます。その書類に

所定事項を記入いただき、当市へ提出してください。 

⑩保険金の振込 

保険金請求書類をもとに、保険会社で最終審査を行い保険金が指定された口座に入金されます。 

（※賠償責任事故については手続きが一部異なる場合があります） 

【担当課の例】 担当課が分からないときは市民活動課までご連絡ください 

活動内容 担当課 電話 

行政区（自治会）活動 市民活動課  

 

代表 ８７３－２１１１ 

高齢者福祉活動 高齢福祉課 

障害者福祉活動 障がい福祉課 

環境保護活動 環境政策課 

清掃活動 廃棄物対策課 

社会教育・文化・市史・青少年活動 未来創造課 

生涯学習課 直通 ８７１－２３０１ 

【お問合せ】牛久市市民部市民活動課（〒３００－１２９２ 牛久市中央３－１５－１） 

電話：０２９－８７３－２１１１（内線１６３３、１６３４）FAX： ０２９－８７３－２５１２  

E-mail：shimin@city.ushiku.ibaraki.jp    URL：http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page000545.html 

 


